
  

 

 

令和５.１.１ 

 

昨年は大変お世話になりありがとうございました。 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 
 

 

事業者は労働者に対して医師による健康診断を実施しなければいけません。また、労働者も実施する

健康診断を受けなければいけません。毎年実施される一般健診は、３５～７４歳の方は協会けんぽから

助成を受けられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協会けんぽではその他、女性は年齢によって乳がん、子宮頸がん検診の助成を２年に１回受けられま

す。また、40～74 歳の家族の方についても生活習慣病予防のための特定健診を受診する際は、上限

7,150 円の助成があります。 

協会けんぽから例年３月頃に健診対象者一覧が記載された案内が届きます。そちらを活用し、病院で

の予約が可能です。 

健康診断の費用は事業主が負担することとなっております。一般健診の受診に要した時間の賃金を事

業者が支払うことが望ましいですが、賃金は労使間の協議によって定めるべきものになります。 

 

 

 

令和４年１０月２６日に給与をデジタルマネーで支払う制度の導入を盛り込んだ労働基準法の省令改

正案が了承され、省令は 11 月に公布し、令和５年４月に施行されます。 

 

 給与は労基法第 24 条で①通貨で②直接労働者に③全額を④毎月 1 回以上⑤一定の期日を定めて支払

うと規定されています（賃金支払の五原則）。 

令和５年４月からは給与のデジタル払いとして、「PayPay」「楽天ペイ」といったスマホ決済アプリ口座

への支払いも可能になります。利用できる資金移動業者は、厚生労働大臣の指定を受けたも

のに限り、給与をデジタル払いするときには、従業員に同意を得る必要があります。 

 

令和５年４月以降直ちに対応する必要はありませんが、今後従業員からの要望が多く寄せら

れるようになれば、対応を検討してもいいかもしれません。 

 

毎年１回、健康診断を受診しましょう  

 

第２０号

給与のデジタル支給解禁  



 

 

 

令和５年４月からは、中小事業も月 60 時間超の残業の割増率が従前の２５％から５０％に上がります。 

 

✿残業代の計算方法：1 時間当たりの賃金×残業時間×割増率（通常残業の場合 1.25）✿ 

 

この割増率が、残業時間が 1 ヶ月 60 時間を超えた時点から 1.5 で計算をします。 

↓給与が月末〆の場合（1 ヶ月の起算日が月初）の例です。青い数字は残業時間を表します。 

 

��60 時間には法定休日に行った労働時間  

は算入しません。 

 

��労働者の健康を確保するため、引き上げ 

分の割増賃金の支払の代わりに、有給の 

休暇（代替休暇）の付与も可能です。 

 

��就業規則の見直しをしておきましょう。 

 

 

さらに、月 60 時間を超える時間外労働を深夜（22:00～5:00）にする場合､深夜割増賃金率 25％＋

時間外割増賃金率 50％＝75％の割増が必要です。会社の負担も大きくなりますので、労働が長くなりす

ぎないように注意しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存
命
の
喜
び 

日
々
楽
し
ま
ざ
ら
ん
や 

今
生
き
て
い
る
。 

こ
の
喜
び
を
日
々
楽
し
も
う 

（
徒
然
草 

九
三
段
） 

     

目
に
見
え
な
い
風
の
動
き
に
心
が
動
か
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

流
れ
る
水
が
風
に
当
た
っ
て
白
く
砕
け
る
姿
を

見
る
と
心
が
す
が
す
が
し
く
な
り
ま
す
ね
。 

（
徒
然
草 

二
一
段
） 

「 こころ彩る  徒然草」  のご紹介  木 村 耕 一 意 訳  

月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率ＵＰ  

＝10 時間 

未来を 

信じて 

生きよう。 


